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（１） 事業者は、⽊材等を利⽤するに当たって、合法伐採⽊材等を利⽤する努⼒義務
（２） ⽊材関連事業者は、合法伐採⽊材等の利⽤を確保するための措置を⾏う努⼒義務
（３） 合法伐採⽊材等の利⽤を確保するための措置を確実に講ずる者は、登録実施機関による登録を受けることが可能
（４） 第１種（川上・⽔際）⽊材関連事業者は、合法性の確認等を⾏う義務
（５） 素材⽣産販売事業者は、⽊材関連事業者からの求めに応じ、合法性の確認に資する情報を提供する義務

改正クリーンウッド法の概要

：義務 ：努力義務

消
費
者
等

海外の輸出事業者

事業者 合法伐採木材等の利用 【５条】

木材関連事業者

第２種木材関連事業者

情報の
要求等

【13条１項】※
情報の伝達
【13条１項】※

体制の整備等、合法伐採木材等の利用を確保するための措置
【13条１項】※

合法性の
確認等
【６、７条】

情報の
伝達
【８条】

【13条１項】※

一定規模以上の事業者の
国への定期報告 【12条】

第１種木材関連事業者

※ 13条１項の措置を確実に講ずる者は登録が可能 【15条、20条１項】

素材生産販売事業者

求めに応じた情報提供
【９条】

令和７年
４⽉１⽇ 施⾏

○ 基本方針の策定 【３条】

○ 法令等情報の提供、
制度の普及 【４条】

○ 指導・助言、立入検査等
【10、11、14、40、45条】

○ 施行後３年を目途とし、
施行状況を検討 【附則４条】

国 （農林水産省・経済産業省・
国土交通省の共管）



⽊材流通の各段階における情報の変遷と具体例（国産丸太の場合）
（１）第１種事業者は、収集した情報を踏まえて合法性の確認を行った結果を保存、伝達

（２）第２種事業者は、受け取った情報をそのまま保存、伝達
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収集した情報及び合法性の確認結果を保存、伝達 受け取った情報をそのまま保存、伝達

（１）原材料情報の収集
①樹種：スギ

②伐採地域：宮崎県

③証明書等：伐採届

（２）合法性の確認
①原材料情報

スギ、宮崎県、伐採届

②関連情報
ガイドライン認定事業者
取引実績 等

合法性確認木材等
か否か
合法性確認木材

（３）記録の作成・保存
①原材料情報
スギ、宮崎県、伐採届

②合法性確認木材
等か否か

合法性確認木材

③②の理由
事業者情報を鑑み、収集し
た原材料情報が真正と判
断

（５）情報の保存等

合法性確認木材
等か否か
合法性確認木材

（４）情報伝達
①原材料情報

の記録に関す
る情報
原材料情報全て
収集済み

②合法性確認
木材等か否か

合法性確認木材

（６）情報伝達

合法性確認木材
等か否か
合法性確認木材

：情報の変遷 ：義務 ：努力義務：木材等の流れ
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（１）

（２） （３） （４） （５）

（６）

（６）

※第２種事業者から木材を譲受ける場合は、「合法性確認木材であるか否か」の情報のみを受け取る
※木材の流通に関与せず、加工のみを行う事業者（賃加工を行う事業者）は、木材関連事業者に該当しない



情報提供︓素材⽣産事業者への周知について
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都道府県経由で、市町村に対して、伐採届の提出にきた素材⽣産事業者へチラシ配布をお願いしています



・登録に関するパンフレット

⽊材関連事業者の登録制度について

 合法伐採⽊材等の利⽤を確保するために取り組むべき措置を確実に講ずる事業者を登録する制度です
 ⽊材関連事業者は登録実施機関に対して登録を申請します
 合法性確認⽊材100％に向けたPDCAサイクルを着実に回していく基盤となる制度です
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登録制度とは？

 無登録の事業者との差別化を図ることができます
 法律に位置づけられた事業者として、地域社会や消費者・⼀般事業者
に対して、事業者としての信頼性が向上します

 登録⽊材関連事業者を対象とした補助事業等の優遇措置を受けること
ができます

登録するとどうなるのか？
 「登録⽊材関連事業者」の名称を使⽤することができます
 登録実施機関に対して、毎年１回、実施状況の報告をします
 情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」に掲載されます

登録のメリット

・登録実施機関⼀覧 ・登録⽊材関連事業者⼀覧

（⼀社）全国⽊材組合連合会作成

 登録関連情報 ︓林野庁情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」に下記の情報を掲載
（https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html ︓ 上記PR資料内の⼆次元バーコードからもアクセス可能）
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○ 林野庁情報サイト「クリーンウッド・ナビ」において、法の制度解説や
様々な国・地域の現地情報等、クリーンウッド法に関する情報を掲載

○ 本資料についてのご質問やご相談は、下記リンク先の窓口へ

【クリーンウッド・ナビ お問合せ窓口】

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/madoguchi/index.html

クリーンウッド法に関する情報サイト・お問い合わせ先

4「クリーンウッド・ナビ」：https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html


